
全 住 協 第１９３号 

令和７年１１月１３日 

 

会 員 各 位 

 

一般社団法人 全国住宅産業協会 

事 務 局 長 米 山 篤 史 

 

改正森林法に伴う宅建業法施行令の改正について 

 

 

国土交通省から標記についての周知依頼がありましたのでお知らせします。詳細は別添

資料をご参照ください。 

 

記 

 

１．概   要 (1)改正森林法により、森林の施業実施に必要な施設の設置、維持運営

に関する事項を定める施業施設協定を締結することができるように

なりました。 

(2)この協定は、市町村長の認可を受けて、その公告後に施業施設の所

有者等となった者に対しても効力が承継されることから、宅建業法

施行令第３条第１項に定める重要事項説明の法令に基づく制限の対

象に追加されました。 

２．施 行 日 令和８年４月１日 

３．通知等資料 (1)宅地建物取引業法施行令の一部改正について（令和７年１１月６日 

国不動第１６４号） 

(2)宅地建物取引業法施行令（第三条関係） 

４．参 考 Ｈ Ｐ 宅地建物取引業法法令改正・解釈について 
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000268.html 

５．問 合 せ 先 （一社）全国住宅産業協会 担当：原田 

          ＴＥＬ ０３－３５１１－０６１１          以 上  



 

国 不 動 第 1 6 4 号 

令 和 ７ 年 1 1 月 ６ 日 

 

 

各業界団体の長 殿 

 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局不動産業課長 

（公 印 省 略） 

 

 

宅地建物取引業法施行令の一部改正について 

 

令和７年５月 30 日に、下記１．のとおり森林経営管理法及び森林法の一部を改正

する法律（令和７年法律第 48号。以下「法」という。）が公布され、令和８年４月１

日に施行される。これに伴い、森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律の施

行に伴う関係政令の整備に関する政令（令和７年政令第 367号）において、宅地建物

取引業法施行令（昭和 39 年政令第 383 号）について下記２．のように改正を行い、

法の施行と同日の令和８年４月１日に施行される。 

貴団体におかれても、貴団体加盟の宅地建物取引業者に対する周知及び指導を行

われたい。 

 

記 

 

１．改正森林法の内容（宅地建物取引業法施行令関係） 

法による改正後の森林法第 10条の 11の９の規定により、森林所有者等及び施設所

有者等は、市町村の長の認可を受けて、森林施業の実施のために必要な施設の設置

又は維持運営に関する事項（施業施設協定の目的となる森林の区域及びその面積並

びに施業施設の位置、施業施設の設置又は維持運営に関する事項、施業施設協定の

有効期間、施業施設協定に違反した場合の措置）を定めることができることとする

協定（施業施設協定）を締結できることとされた。 

 

２．宅地建物取引業法施行令の改正点 

宅地建物取引業法第 35 条第１項第２号においては、宅地又は建物の使用等につ

いて法令上の制限がある場合に、購入者等が不測の損害を被ることを防止するた

め、宅地建物取引業者に宅地建物取引業法施行令第３条各項で定める法令に基づく

制限を重要事項として説明するよう義務付けている。 

法による改正後の森林法第 10条の 11の９第３項の規定により読み替えて準用す

る同法第 10条の 11の６において、施業施設協定は、その協定の公示等のあった後



 

において、当該協定に係る施設等の所有者等となった者に対しても効力があるとす

る規定が設けられたところ、協定期間内は建物等の利用等が制限されることを踏ま

え、当該条項を宅地建物取引業法施行令第３条第１項に定める法令に基づく制限に

追加する改正を行った。 
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	参考
	○　森林経営管理法施行令（平成三十年政令第三百二十号）（第一条関係）
	○　登記手数料令（昭和二十四年政令第百四十号）（第二条関係）
	○　宅地建物取引業法施行令（昭和三十九年政令第三百八十三号）（第三条関係）
	○　合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令（令和五年政令第三百四十二号）（第四条関係）


